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１ 彦根市都市再生協議会 

■彦根市都市再生協議会設置要綱 

彦根市告示第19号 

 彦根市都市再生協議会設置要綱を次のように定める。 

  平成29年 2月 15日 

彦根市長  大久保  貴    

 

彦根市都市再生協議会設置要綱 

 

(設置) 

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定に基づく彦根市立地適正化

計画(以下「立地適正化計画」という。)を策定し、今後の人口減少および少子高齢化社会に対応し

た持続可能なまちづくりを推進するため、同法第117条第1項の規定に基づき、彦根市都市再生協

議会(以下「協議会」という。)を設置する。 

(所掌事務) 

第 2条 協議会は、市長の求めに応じ、次に掲げる事項について協議するものとする。  

(1) 立地適正化計画の策定および変更に関すること。  

(2) 立地適正化計画の実施に関すること。  

(3) その他都市再生に関し市長が必要と認める事項に関すること。  

(組織) 

第 3条 協議会は、次に掲げる関係機関等をもって構成する。 

(1) 彦根市 

(2) 滋賀県 

(3) 公益社団法人彦根観光協会 

(4) 彦根商工会議所 

(5) 学識経験者 

2 協議会の委員は、11人以内とし、前項第1号に掲げる関係機関にあっては当該関係機関の関係部

局の長をもって充て、同項第2号から第5号までに掲げる関係機関等にあっては当該関係機関等に

属する者のうちから、市長が委嘱する。 

3 協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

4 協議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を若干人置くことができ

る。  

5 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を若干人置くことができる。  

6 臨時委員および専門委員は、市長が委嘱し、または任命する。  

7 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときに、解任されるものとする。  

8 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときに、解任されるものとする。 

(その他) 

第 4条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。  

付 則 

この告示は、平成29年 2月 15日から施行する。  
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■彦根市都市再生協議会運営規約 

 

(趣旨) 

第 1条 この規約は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第 117条第8項の規定に基づき、

彦根市都市再生協議会設置要綱(平成29年彦根市告示第19号)に規定する彦根市都市再生協議会

(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

(会長) 

第 2条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。  

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。  

3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を

代理する。  

(会議) 

第 3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。  

2 会長は、会議の議長となる。 

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。ただし、彦根市都市再生

協議会設置要綱第3条第1項第1号および第2号の関係機関に属する委員が出席できないことにつ

きやむを得ない理由がある場合は、当該委員が指名する者を当該委員の代理として出席させ、会議

を開催することができる。 

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。  

(会議の公開) 

第 4条 会議は原則として公開する。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に

支障があると会長が認める場合は、この限りでない。  

(意見聴取等) 

第 5条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、資料の提供、意見の

開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

(事務局) 

第 6条 協議会の事務を処理するため、彦根市都市建設部都市計画課に事務局を置く。 

(その他) 

第 7条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定め

る。  

付 則 

この規約は、平成29年 3月 24日から施行する。  
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平成30年 3月 22日 

 

 

彦根市長 大久保  貴 様 

 

 

彦根市都市再生協議会 

会長 石井 良一  

 

 

彦根市立地適正化計画（素案）策定に関する意見書 

 

 

本協議会は、彦根市が策定する彦根市立地適正化計画について、計6回の協議会を開催し検討を進

めて参りました。本計画では都市づくりの方針や誘導区域の設定、誘導施策、目標値についてなど、

今後の彦根市におけるまちづくりの方向性を示したもので、協議会での検討とともに意見公募を計2

回実施し、意見を反映させるための措置も講じられたものであると判断します。 

ついては、本協議会としてはこの計画（素案）が適当であると判断しますので、意見書として市長

へ提出します。 

今後、本計画に基づき施策を実行し、駅を中心とした新しい生活空間において、彦根の伝統文化や

歴史ある街並みを維持しつつ、居住、健康スポーツ、産業技術、環境、交通、まちづくりなどの分野

でさまざまな挑戦が生まれることを期待します。 
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■平成28年度委員名簿（委員12名） 

番号 選出区分 氏名 職 備考 

1 

学識経験者（4名） 

（設置要綱第3条１項5号） 

石井 良一 

滋賀大学社会連携研究センター教授 

（彦根市都市計画審議会委員） 

（彦根市都市計画マスタープラン改定委員会委員） 

会長 

2 橋爪 紳也 
大阪府立大学21世紀科学研究機構教授 

（彦根商工会議所顧問） 
会長代理 

3 轟 慎一 

滋賀県立大学環境科学部 

環境建築デザイン学科准教授 

（湖東圏域公共交通活性化協議会副会長） 

（彦根市都市交通マスタープラン策定委員会委員） 

 

4 塩見 康博 
立命館大学理工学部 

環境システム工学科准教授 
 

5 
彦根商工会議所（1名） 

（設置要綱第3条１項４号委員） 
小出 英樹 

彦根商工会議所会頭 

（彦根市都市計画審議会委員） 
 

6 
公益社団法人彦根観光協会（1 名） 

（設置要綱第3条１項３号委員） 
木村 昌弘 彦根観光協会副会長  

7 

滋賀県（2名） 

（設置要綱第3条１項２号委員） 

岩﨑 一彦 滋賀県土木交通部都市計画課長  

8 國友 政幸 

滋賀県湖東土木事務所長 

（彦根市都市計画審議会委員） 

（彦根市都市交通マスタープラン策定委員会委員） 

 

9 

彦根市（3名） 

（設置要綱第3条１項１号委員） 

萩野 昇 
企画振興部長 

（彦根市都市計画マスタープラン改定委員会委員） 
 

10 川嵜 孝 福祉保健部長  

11 黒澤 茂樹 
産業部長 

（彦根市都市計画マスタープラン改定委員会委員） 
 

12 
専門委員（1名） 

（設置要綱第3条5項） 
戸田 辰司 国土交通省近畿運輸局滋賀運輸支局  
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■平成29年度委員名簿（委員12名） 

番号 選出区分 氏名 職 備考 

1 

学識経験者（4名） 

（設置要綱第3条１項5号） 

石井 良一 

滋賀大学社会連携研究センター教授 

（彦根市都市計画審議会委員） 

（彦根市都市計画マスタープラン改定委員会委員） 

会長 

2 橋爪 紳也 
大阪府立大学大学院経済学研究科教授 

（彦根商工会議所顧問） 
会長代理 

3 轟 慎一 

滋賀県立大学環境科学部 

環境建築デザイン学科准教授 

（湖東圏域公共交通活性化協議会副会長） 

（彦根市都市交通マスタープラン策定委員会委員） 

 

4 塩見 康博 
立命館大学理工学部 

環境システム工学科准教授 
 

5 
彦根商工会議所（1名） 

（設置要綱第3条１項４号委員） 
小出 英樹 

彦根商工会議所会頭 

（彦根市都市計画審議会委員） 
 

6 
公益社団法人彦根観光協会（1 名） 

（設置要綱第3条１項３号委員） 
木村 昌弘 彦根観光協会副会長  

7 

滋賀県（2名） 

（設置要綱第3条１項２号委員） 

岩﨑 一彦 滋賀県土木交通部都市計画課長  

8 國友 政幸 

滋賀県湖東土木事務所長 

（彦根市都市計画審議会委員） 

（彦根市都市交通マスタープラン策定委員会委員） 

 

9 

彦根市（3名） 

（設置要綱第3条１項１号委員） 

馬場 完之 企画振興部長  

10 牧野 正 福祉保健部長  

11 黒澤 茂樹 
産業部長 

（彦根市都市計画マスタープラン改定委員会委員） 
 

12 
専門委員（1名） 

（設置要綱第3条5項） 
道久 聡 国土交通省近畿運輸局滋賀運輸支局  

 

■庁内会議の構成（計26課） 

企画振興部 企画課 企画振興部 まちづくり推進室 総務部 危機管理室 

総務部 公有財産管理課 総務部 財政課 総務部 税務課 

市民環境部 生活環境課 福祉保健部 社会福祉課 福祉保健部 介護福祉課 

福祉保健部 障害福祉課 福祉保健部 医療福祉推進課 子ども未来部 子ども・若者課 

子ども未来部 幼児課 産業部 農林水産課 産業部 地域経済振興課 

産業部 観光企画課 都市建設部 道路河川課 都市建設部 市街地整備課 

都市建設部 交通対策課 都市建設部 建築住宅課 教育部 教育総務課 

教育部 文化振興室 教育部 新市民体育ｾﾝﾀｰ整備推進室 教育部 図書館 

文化財部 文化財課 都市建設部 都市計画課（事務局） 
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２ 計画策定の経緯 

 

年月日 策定の経緯 内 容 

H29.3.16 第 1回庁内会議 ・立地適正化計画の概要 

・彦根市の概況 

・今後のスケジュール 

H29.3.24 第 1回彦根市都市再生協議会 ・立地適正化計画の概要 

・彦根市の概況 

・今後のスケジュール 

H29.5.2 第 2回庁内会議 ・都市構造上の課題 

・まちづくりの方針 

・都市機能誘導区域の考え方 

・居住誘導区域の考え方 

H29.6.14 第 3回庁内会議 ・序章～4章について 

・5、6章について 

H29.6.29 

 

第 2回彦根市都市再生協議会 ・序章～4章について 

・5、6章について 

H29.8.4 第 3回彦根市都市再生協議会 ・序章～4章について 

・5、6章について 

H29.8.9 彦根市都市計画審議会 ・彦根市立地適正化計画の策定について 

H29.9.15 

～H29.10.14 

パブリックコメント ・彦根市立地適正化計画【現況～基本的な方針】（素案）

に対する意見公募 

H29.11.7 第 4回庁内会議 ・意見公募等の実施結果 

・彦根市立地適正化計画（素案） 

・誘導区域（素案） 

・誘導施策（素案） 

H29.11.29 第 4回彦根市都市再生協議会 ・意見公募等の実施結果 

・彦根市立地適正化計画（素案） 

・誘導区域（素案） 

・誘導施策（素案） 

H29.12.20 第 5回庁内会議 ・彦根市立地適正化計画（素案） 

・誘導区域（素案） 

・水害リスク図（参考） 

H29.12.26 第 5回彦根市都市再生協議会 ・彦根市立地適正化計画（素案） 

・誘導区域（素案） 

・水害リスク図（参考） 

H30.1.25 滋賀県への意見照会  

H30.1.22 

～H30.2.20 

パブリックコメント ・彦根市立地適正化計画（素案）に対する意見公募 
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年月日 策定の経緯 内 容 

H30.1.31 彦根市都市計画審議会 ・彦根市立地適正化計画の策定について 

H30.2 市民説明会 

H30.2.6（稲枝地区公民館） 

H30.2.8（ひこね燦ぱれす） 

H30.2.9（彦根市民会館） 

・立地適正化計画（素案）に対する市民説明会 

H30.2.23 第 6回庁内会議 ・意見の概要および市の考え方（案） 

・市民説明会の結果概要 

・滋賀県に対する意見照会結果 

・彦根市立地適正化計画（素案） 

・彦根市立地適正化計画（概要版） 

H30.2.27 第 6回彦根市都市再生協議会 ・意見の概要および市の考え方（案） 

・市民説明会の結果概要 

・滋賀県に対する意見照会結果 

・彦根市立地適正化計画（素案） 

・彦根市立地適正化計画（概要版） 

H30.3.22 彦根市都市再生協議会 ・立地適正化計画（案）の承認 

H30.3.27 彦根市都市計画審議会 ・立地適正化計画（案）の最終審議 

H30.3.30 立地適正化計画の決定および公表  
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３ 用語集 

 

【か行】 

開発行為 

建築物の建築又は特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のこと。 

 

既成市街地 

都市において、既に道路等の都市施設が整備され、建物が一定密度以上存在するなどして、市街

地が形成されている地域。 

 

公示地価 

地価公示法(昭和44年法律第49号)に基づき、国土交通省が毎年1回公示する標準地の価格のこ

と。 

 

国勢調査 

日本に住んでいるすべての人及び世帯を対象とする国の最も重要な統計調査で，国内の人口や世

帯の実態を明らかにするために総務省が5年ごとに行う調査のこと。 

 

国立社会保障・人口問題研究所 

厚生省（現厚生労働省）により設立された研究所であり、日本の人口・経済・社会保障について

調査研究を行っている機関のこと。 

 

【さ行】 

市街化区域 

「すでに市街地を形成している区域とおおむね 10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべ

き区域」として、都市計画で定めた区域のこと。 

 

市街化調整区域 

「市街化を抑制すべき区域」として、都市計画で定めた区域のこと。 

 

住宅・土地統計調査 

住宅とそこに居住する世帯の居住状況、世帯の保有する土地等の実態を把握し、その現状と推移

を明らかにするために、総務省が5年ごとに行う調査のこと。 

 

人口集中地区 

日本の国勢調査において設定される統計上の地区（ＤＩＤ地区）のこと。市区町村の区域内で人

口密度が4,000人/km2以上の基本単位区が互いに隣接して人口が5,000人以上となる地区に設定さ

れる。 
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生活利便施設 

住宅の周辺にある、生活に必要な諸々の施設のこと。具体的には、銀行、郵便局、病院、スーパ

ーマーケット、商店街、飲食店、コンビニエンスストアなどが挙げられる。 

 

【た行】 

都市計画区域 

都市生活や機能的な都市活動を確保するため、都市計画を策定する区域で、自然的、社会的条件

などを勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発および保全する必要がある区域のこと。 

 

【や行】 

用途地域 

人口や産業が集中し、様々な活動が行われる都市では、規制を行わず放置しておくといろいろな

用途や形態の建築物が無秩序に混在し、居住環境の悪化、都市機能の低下などが起こる恐れがある

ため、都市における建築物の用途、形態（建蔽率・容積率など）についてお互い守るべき最低限の

ルールを都市計画として定めた地域のこと。 

 

【ら行】 

歴史的風致 

地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値

の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境のこと。 

 

 

 

 

 


